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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処置具が挿通される処置具挿通用チャンネルに連通する内視鏡鉗子口の鉗子栓に着脱自
在に設けられ、前記鉗子栓から突出する前記処置具の一部が配置され該処置具の軸方向に
沿うように形成される開口溝と、前記開口溝に一体に形成される係合溝とを備えたアダプ
タ連結部材と、
　前記鉗子栓から突出する処置具の一部に密着固定され、前記アダプタ連結部材に連結す
る可撓性長尺部材と、前記係合溝に嵌合し前記開口溝に配置された前記処置具を密着固定
する係合突起とを備えた処置具一体部材と、
　前記アダプタ連結部材に対して回動自在に配設されており、前記処置具が着脱される貫
通溝と、該貫通溝に連通する開口切り欠き部とを備え、前記処置具一体部材が密着した状
態の前記処置具の前記処置具挿通用チャンネル内における挿入位置を段階的に変化させる
処置具位置変更部材と、
　を具備し、
　前記アダプタ連結部材と前記処置具一体部材と前記処置具位置変更部材との三部材を一
体に連結し組み立てた状態としたときには、前記開口溝と前記係合溝と前記貫通溝と前記
開口切り欠き部とが略直線上に並べて配置され、略直線状の一本の溝部が形成されること
を特徴とする内視鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項２】
　前記処置具位置変更部材は、前記アダプタ連結部材と前記鉗子栓との間に介在又は退避
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することによって、前記処置具一体部材が密着した状態の前記処置具の前記処置具挿通用
チャンネル内における挿入位置を段階的に設定し得るように構成されたことを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項３】
　前記アダプタ連結部材は、前記可撓性長尺部材を介して前記処置具一体部材に対して一
体に連結されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項４】
　前記処置具一体部材の前記係合突起を前記アダプタ連結部材の前記係合溝に嵌合させる
際には、前記係合突起を所定の力量で押圧し弾性変形させることによって前記開口溝に配
置された前記処置具を密着固定することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡鉗子口用ア
ダプタ。
【請求項５】
　当該内視鏡鉗子口用アダプタを前記内視鏡鉗子口の前記鉗子栓へとガイドするガイド部
材をさらに備えていることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一つに記載の内視
鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項６】
　前記ガイド部材は、前記アダプタ連結部材に対して回動自在かつ前記アダプタ連結部材
の軸方向に摺動自在に設けられ、かつ前記アダプタ連結部材と一体に連結していることを
特徴とする請求項５に記載の内視鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項７】
　前記ガイド部材は、前記内視鏡鉗子口の前記鉗子栓に対して着脱自在に形成されている
ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡鉗子口用アダプタ。
【請求項８】
　前記ガイド部材は、前記アダプタ連結部材とは別体に設けられていることを特徴とする
請求項５に記載の内視鏡鉗子口用アダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡鉗子口用アダプタ、詳しくは内視鏡鉗子口に取り付けて処置具等の移
動を規制する内視鏡鉗子口用アダプタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分野で広く用いられている。特に、医療用分野で
使用される内視鏡は、軟性の挿入部を屈曲した体腔内に向けて口腔や肛門などから挿入す
るものである。これを用いることによって、体表面を切開することなく体腔内の深部にあ
る臓器等の観察や診断を行なったり、必要に応じて内視鏡に設けられている処置具挿通用
チャンネル（以下処置具チャンネルという）に処置具を挿通させて、体腔内の病変組織を
採取したりポリープ等を切除する等の治療や処置を行うことができるというものである。
【０００３】
　また、近年では前記処置具チャンネル内に内視鏡形状検出用プローブ（以下形状検出プ
ローブという）を挿通配置した状態で内視鏡の挿入部を体腔内に挿通させていくことによ
り、当該形状検出プローブに対応して設けられる内視鏡形状観察装置の画面上に内視鏡を
挿入した際の挿入部の形状を表示することができるようにした装置がある。これによれば
、内視鏡の挿入部形状を画面上で確認しながら挿入部に設けた湾曲部を湾曲させる操作等
の手元における操作を円滑に行なうことができ挿入性の向上を図ることができるというも
のである。
【０００４】
　しかしながら、使用中において、処置具チャンネルから突出させた処置具を、例えば病
変組織に対峙させて病変組織の採取を行なう場合には、使用者は内視鏡及び処置具の操作
を手元において行なって、処置具の突出量の調整や採取作業等、複雑な操作を行わなけれ
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ばならない。このような作業を円滑に進めることができるようになるには、相当の時間を
要するものである。
【０００５】
　また、形状検出プローブを処置具チャンネルの所定の位置に挿通配置させた状態で内視
鏡挿入部を体腔内の目的部位まで挿通させていくときには、挿入部の捻じり操作を行なっ
たり、湾曲部を湾曲操作することがある。この場合において、形状検出プローブが処置具
チャンネルに対して保持されていないと、当該形状検出プローブは内視鏡先端面より突出
した状態になってしまうことがある。
【０００６】
　したがって、通常の場合、処置具チャンネルの内部における所定の位置よりも所定量だ
け手元側に寄った位置に、予め形状検出プローブの先端を配置した状態で、内視鏡の挿入
作業を行なうようにするのが普通である。
【０００７】
　しかし、形状検出プローブが処置具チャンネルに対して保持されていない状態にあると
、形状検出プローブが処置具チャンネルに対して移動してしまうことがある。このことか
ら、精度の高い挿入部の形状検出を行なうことができない。
【０００８】
　そこで、より高精度に挿入部の形状検出を行なうことができるようにすることを目的と
して、処置具チャンネルに対して形状検出プローブを所定の位置に保持し、その移動を規
制するための内視鏡鉗子口用アダプタについての提案が、例えば特開２００３－３８４２
７号公報等によって従来より種々なされている。
【０００９】
　上記特開２００３－３８４２７号公報によって開示されている内視鏡鉗子口用アダプタ
は、処置具が挿通される処置具挿通用チャンネルに連通する内視鏡鉗子口に着脱自在なア
ダプタ連結部材と、前記内視鏡鉗子口から突出する処置具の一部に密着固定される処置具
一体部材と、前記処置具一体部材を所定力量で押圧して弾性変形させることによってこの
処置具一体部材を前記処置具の一部に密着固定させる押圧部材と、前記処置具一体部材が
密着した状態の処置具の挿入位置をこの処置具一体部材とともに段階的に変化させる処置
具位置変更部材とを備えて構成したものである。これによれば、処置具挿通用チャンネル
内に挿通し所定の位置に配置した処置具等の位置決めを確実に行なうことができ、かつ必
要に応じて当該処置具の位置の変更を段階的に行うことができるというものである。
【特許文献１】特開２００３－３８４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、上記特開２００３－３８４２７号公報によって開示されている内視鏡鉗子口
用アダプタは、その使用時においては、まず内視鏡鉗子口に対して当該内視鏡鉗子口用ア
ダプタを装着し、この状態とした上で、当該アダプタを介して処置具や形状検出プローブ
を挿入するという手順を必要とする構造となっている。
【００１１】
　したがって、例えば先に内視鏡鉗子口に対して処置具や形状検出プローブを挿入してし
まうと、内視鏡鉗子口用アダプタを装着することができず、よって最初の手順からやり直
さなければならなってしまう等の問題が生じ、使用に慣れていない者にとっては、その操
作が複雑であり面倒な作業になってしまうという問題点がある。
【００１２】
　また、上記従来の内視鏡鉗子口用アダプタは、これを構成する構成部材の総部品点数が
多く、例えばアダプタ連結部材と処置具一体部材と押圧部材等がそれぞれ別体となるよう
に構成されている。したがって、例えばこれを使用した後において洗浄等を行なう際には
細かな部品を紛失してしまうこともある等の問題点がある。
【００１３】
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　さらに、前記処置具や形状検出プローブを固定する手段としては押圧部材をねじ込む等
の作業を必要とする場合があり、前記処置具や形状検出プローブを固定するための操作に
時間がかかってしまったり、操作自体に戸惑って、必ずしも確実な固定を行なうことがで
きないこともあるという問題点がある。
【００１４】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、処置
具や形状検出プローブの処置具挿通用チャンネル内部における位置決めを確実に行なうこ
とができると共に、必要に応じて処置具挿通用チャンネルの内部に挿通した処置具や形状
検出プローブの挿入方向（軸方向）における位置の変更を段階的に行なうことができ、さ
らにその位置決め操作や位置変更操作を簡単に行ない得ると同時に、簡単な構成によって
その構成部材の紛失を抑止することのできる内視鏡鉗子口用アダプタを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明による内視鏡鉗子口用アダプタは、処置具が挿通さ
れる処置具挿通用チャンネルに連通する内視鏡鉗子口の鉗子栓に着脱自在に設けられ、前
記鉗子栓から突出する前記処置具の一部が配置され該処置具の軸方向に沿うように形成さ
れる開口溝と、前記開口溝に一体に形成される係合溝とを備えたアダプタ連結部材と、前
記鉗子栓から突出する処置具の一部に密着固定され、前記アダプタ連結部材に連結する可
撓性長尺部材と、前記係合溝に嵌合し前記開口溝に配置された前記処置具を密着固定する
係合突起とを備えた処置具一体部材と、前記アダプタ連結部材に対して回動自在に配設さ
れており、前記処置具が着脱される貫通溝と、該貫通溝に連通する開口切り欠き部とを備
え、前記処置具一体部材が密着した状態の前記処置具の前記処置具挿通用チャンネル内に
おける挿入位置を段階的に変化させる処置具位置変更部材と、を具備し、前記アダプタ連
結部材と前記処置具一体部材と前記処置具位置変更部材との三部材を一体に連結し組み立
てた状態としたときには、前記開口溝と前記係合溝と前記貫通溝と前記開口切り欠き部と
が略直線上に並べて配置され、略直線状の一本の溝部が形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、処置具や形状検出プローブの処置具挿通用チャンネル内部における位
置決めを確実に行なうことができると共に、必要に応じて処置具挿通用チャンネルの内部
に挿通した処置具や形状検出プローブの挿入方向（軸方向）における位置の変更を段階的
に行なうことができ、さらにその位置決め操作や位置変更操作を簡単に行ない得ると同時
に、簡単な構成によってその構成部材の紛失を抑止することのできる内視鏡鉗子口用アダ
プタを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。  
　図１～図１０は本発明の第１の実施形態を示す図であって、図１は本実施形態の内視鏡
鉗子口用アダプタとこれを使用する内視鏡の構成を示す図である。図２～図４は本実施形
態の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す三面図であって、図２は上面図、図３は正面図
、図４は右側面図である。図５は図１の内視鏡鉗子口用アダプタの構成要素のうちアダプ
タ連結部材のみを取り出して図３に示すＡ方向から見た際の平面図である。また、図６及
び図７は、図１の内視鏡鉗子口用アダプタを処置具に装着した状態を示し、図６は内視鏡
鉗子口用アダプタのアダプタ連結部材の係合溝と処置具一体部材の係合突起との嵌合部位
を示す縦断面図であり、図７は本内視鏡鉗子口用アダプタのアダプタ連結部材の係合溝に
処置具一体部材の係合突起を嵌合した際の状態を示す側断面図である。そして、図８～図
１０は図１の内視鏡鉗子口用アダプタの使用状態を示す図であって、図８は当該内視鏡鉗
子口用アダプタを短い状態として鉗子栓に取り付けた状態を示す側面図であり、図９は図
８のIX－IX線に沿う断面図である。また、図１０は当該内視鏡鉗子口用アダプタを長い状
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態として鉗子栓に取り付けた状態を示す側面図である。
【００１８】
　まず、図１を用いて本発明の第１の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタ９を使用する内
視鏡１について以下に説明する。
【００１９】
　本実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタ９を使用する内視鏡１は、図１に示すように、例
えば体腔内等に挿入可能な細長の挿入部２と、この挿入部２の基端部に設けられ使用時に
使用者が把持する把持部でもある操作部３と、この操作部３の一側部方より延出し信号ケ
ーブルやライトガイドファイバ等（図示せず）を内挿しており一端部に内視鏡コネクタ４
ａが配設されるユニバーサルコード４とによって主に構成されている。
【００２０】
　前記挿入部２は、先端側から順に硬性の先端部２ａと複数の湾曲駒を連接して上下左右
方向に湾曲する湾曲部２ｂと軟性の可撓管部２ｃとが連設して構成されている。
【００２１】
　前記操作部３には湾曲部２ｂを上下方向及び左右方向へ湾曲させるための湾曲部操作ノ
ブ５ａ及び５ｂと送気送水用操作ボタン６ａと吸引用操作ボタン６ｂと外部装置（図示せ
ず）を制御する各種の制御スイッチ７等が設けられている。
【００２２】
　また、前記操作部３には、当該内視鏡１を使用者が把持する部位であって、ポリサルフ
ォン等の硬質樹脂部材により形成されるグリップ部３ａが設けられている。このグリップ
部３ａの一側部には鉗子等の処置具や形状検出プローブ等（以下、単に処置具等という）
を挿通させる処置具挿通用チャンネル（処置具チャンネルという）の内視鏡用鉗子口（以
下単に鉗子口と略記する）８が突設されている。この鉗子口８にはシリコーンゴム等の弾
性体で形成した鉗子栓８ａが取り付けられている。そして、この鉗子栓８ａに対して本実
施形態の内視鏡鉗子口用アダプタ（以下単にアダプタと略記する）９が配設されることに
なる。
【００２３】
　前記アダプタ９は、処置具チャンネルに対して処置具等を所定の位置に保持し、その移
動を規制するための部材であって、アダプタ連結部材１０と処置具一体部材２０と処置具
位置変更部材３０とから主に形成されており、これらの部材が一体的に連設された状態で
構成されているものである。
【００２４】
　ここで、図２～図７を用いて前記アダプタ９の詳細な構成について以下に説明する。
【００２５】
　前記アダプタ９は、上述したようにアダプタ連結部材１０と処置具一体部材２０と処置
具位置変更部材３０とが一体に構成されているものである。
【００２６】
　前記アダプタ連結部材１０は、図５に示すように主に樹脂部材で形成される管状部材１
１と、この管状部材１１に挿脱されるべき処置具等５０（図２～図５では図示せず。図６
及び図７参照）の軸方向と同方向に形成される開口溝１２と、この開口溝１２と一体に形
成される係合溝１３と、前記処置具位置変更部材３０を回動自在に軸支するための支持軸
挿通孔１０ａとを有してなり、処置具等５０が挿通される処置具チャンネルに連通して設
けられる内視鏡２の鉗子口８の鉗子栓８ａに対して着脱自在に配設し得るようにしたもの
である。
【００２７】
　さらに詳しく説明すると、前記アダプタ連結部材１０は、主に樹脂部材で形成される管
状部材１１の略中央部において、その軸方向に開口溝１２が形成されている。この開口溝
１２に対して処置具等５０が容易に挿脱し得るようになっている。また、前記開口溝１２
には係合溝１３が一体に連設されており、この係合溝１３の開口周辺には平面状に取付座
１４が形成されている。



(6) JP 4505244 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

【００２８】
　前記係合溝１３の所定の深さ位置には、前記係合溝１３の深さ方向と直交する方向に所
定の寸法でスリット状に形成される係合孔１５（図３及び図６参照）が設けられている。
この係合孔１５は、図６によって後述するように当該アダプタ連結部材１０の係合溝１３
と処置具一体部材２０の係合突起２２とを嵌合させたときに、当該係合孔１５に係合突起
２２のボス２２ｂが嵌合することで、前記アダプタ連結部材１０と前記処置具一体部材２
０との係合状態を保持し容易に抜け落ちないようにする役目をしている。
【００２９】
　前記アダプタ連結部材１０の先端部には、当該アダプタ連結部材１０を前記鉗子栓８ａ
に対して装着する時に前記鉗子栓８ａの所定の位置に当接する取り付け凸部１６が形成さ
れている。
【００３０】
　また、管状部材１１の外周面上において、前記取り付け凸部１６寄りの端縁部近傍の部
位には、支持台部１０ｘが外部に向けて突設されている。この支持台部１０ｘには、当該
管状部材１１の軸方向に対して直交する方向に向けて支持軸挿通孔１０ａが穿設されてい
る。この支持軸挿通孔１０ａに対して後述する処置具位置変更部材３０の一対の支持部材
３２の各支持軸３２ａが、支持台部１０ｘを挟持する方向からそれぞれ係合するようにな
っている。処置具位置変更部材３０が支持台部１０ｘに対して回動自在に軸支されるよう
になっている。
【００３１】
　前記処置具一体部材２０は、前記アダプタ連結部材１０に対して可撓性長尺部材２１に
よって連設される部材であって、前記アダプタ連結部材１０の係合溝１３（図５参照）に
対して所定の力量で押圧して弾性変形させて嵌合させることによって処置具等５０を所定
の位置に密着固定するための係合突起２２を有して形成される部材である。
【００３２】
　さらに詳述すると、前記処置具一体部材２０は、シリコーンゴム等の弾性体によって可
撓性長尺部材２１と、係合突起２２を含む先端部２３とからなり、これらが一体的に形成
されてなる部材である。
【００３３】
　前記可撓性長尺部材２１の一端部は、前記アダプタ連結部材１０の所定の位置に設けら
れる固定ピン１７に係入し固定されるようになっており、これにより前記アダプタ連結部
材１０と当該処置具一体部材２０とが連設している。
【００３４】
　また、前記可撓性長尺部材２１の他端側の先端部２３は、平坦状に形成されていて、こ
の平坦状の先端部２３に対して略直交する方向に係合突起２２が突設するように形成され
ている。
【００３５】
　この係合突起２２は、前記アダプタ連結部材１０の係合溝１３の内部寸法と略同寸法で
、かつその形状も略同形状となるように形成されている。この係合突起２２の先端側には
、処置具等５０を押え込み得るようにその断面が所定の形状（例えば略Ｕ字形状）で形成
される当接溝２２ａが設けられている。
【００３６】
　また、当該係合突起２２の長手方向の両側面の所定の位置には、外部に向けて凸状とな
るボス２２ｂが形成されており、当該アダプタ連結部材１０の係合溝１３と処置具一体部
材２０の係合突起２２とを嵌合させたときには、このボス２２ｂが前記アダプタ連結部材
１０の係合孔１５に嵌合することによって、本処置具一体部材２０が前記アダプタ連結部
材１０から抜け落ちないように構成されている。
【００３７】
　前記処置具位置変更部材３０は、前記アダプタ連結部材１０に回動自在に設けられ主に
樹脂部材で形成される管状部材３１と、この管状部材３１の一端側にその端部が突出する
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ように設けられ前記管状部材３１を前記アダプタ連結部材１０に対して図７の矢印Ｘ方向
に回動自在に軸支しかつ前記管状部材３１と前記アダプタ連結部材１０との両者を連結す
る一対の支持部材３２とによって構成されている。
【００３８】
　前記管状部材３１には、図７に示すように略中央部における軸方向に沿って処置具等５
０を挿脱自在とし当該処置具等５０を挿通させる貫通溝３３と、この貫通溝３３に連通す
る開口切り欠き部３５とが形成されている。
【００３９】
　また、前記管状部材３１において、前記支持部材３２が配設されている側とは反対側の
先端部には、前記内視鏡１の前記鉗子栓８ａに対して当該アダプタ９を着脱自在とするた
めの取り付け凸部３４が形成されている。
【００４０】
　そして、前記一対の支持部材３２には、その一端部近傍に互いに対向する位置に支持軸
３２ａが植設されている。この支持軸３２ａは、前記アダプタ連結部材１０の支持軸挿通
孔１０ａに嵌合することで、当該処置具位置変更部材３０を前記アダプタ連結部材１０に
対して回動自在に軸支し、両者を連結している。
【００４１】
　これにより、前記処置具位置変更部材３０は、前記アダプタ連結部材１０と前記鉗子口
８との間に介在又は退避し得るようになっている。つまり、前記処置具位置変更部材３０
が前記アダプタ連結部材１０と前記鉗子口８との間に介在又は退避することで、当該アダ
プタ９によって支持されて処置具チャンネルの内部に挿通された処置具等５０の先端部位
の挿入位置を二段階に設定することができるようになる。
【００４２】
　本実施形態のアダプタ９は、アダプタ連結部材１０と処置具一体部材２０と処置具位置
変更部材３０との三部材を一体に連結し組み立てた状態で使用されることになる。
【００４３】
　即ち、前記アダプタ連結部材１０の固定ピン１７に対して前記処置具一体部材２０の可
撓性長尺部材２１の一端を固設する。これにより、前記処置具一体部材２０と前記アダプ
タ連結部材１０とが可撓性長尺部材２１を介して連結される。
【００４４】
　また、前記処置具位置変更部材３０の支持部材３２の支持軸３２ａ部を前記アダプタ連
結部材１０の支持軸挿通孔１０ａに係合させる。これにより、前記処置具位置変更部材３
０は、前記アダプタ連結部材１０に対して図７に示す矢印Ｘ方向に回動自在に軸支される
。同時に、前記処置具位置変更部材３０と前記アダプタ連結部材１０とが連結状態となり
、よって三部材が一体化される。なお、この状態においては、前記係合溝１３及び前記開
口溝１２と前記貫通溝３３の前記開口切り欠き部３５とが略直線上に並ぶように配置され
る。この直線状に形成される溝部に対して処置具等５０が挿脱されることになる。
【００４５】
　本実施形態のアダプタ９は、前記アダプタ連結部材１０の先端側基準面Ｓ（図５及び図
７参照）の前面側に前記処置具位置変更部材３０を配置した状態と、前記アダプタ連結部
材１０の先端側基準面Ｓの前面側から前記処置具位置変更部材３０を退避させこれを配置
させない状態との二態様のいずれかで使用することができるようになっている。つまり、
アダプタ９自体の軸方向における長さ寸法を二段階で変更することができるようになって
いる。
【００４６】
　換言すれば、前記アダプタ連結部材１０の先端側基準面Ｓの前面側に前記処置具位置変
更部材３０を配置した状態、即ちアダプタ連結部材１０の取り付け凸部１６を覆うように
前記処置具位置変更部材３０を配置させた状態（図１０に示す状態）から、当該処置具位
置変更部材３０を図１０に示す矢印Ｘ１方向へと回動させて、この処置具位置変更部材３
０を前記アダプタ連結部材１０の先端側基準面Ｓの前面側から退避させた状態（図１０の
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一点鎖線で示す状態。図８に示す状態）とした場合、当該アダプタ９自体の軸方向におけ
る長さ寸法は、図１０に示す符号Ｌの長さ分だけ短く設定することができる。
【００４７】
　このように構成される本実施形態のアダプタ９を使用する際の作用について以下に説明
する。なお、以下の説明においては、内視鏡１の処置具チャンネルに対して挿通させる処
置具等５０として、例えば形状検出プローブを用いる場合について例示している。
【００４８】
　まず、処置具等５０としての形状検出プローブを内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａから
挿入し、当該処置具等５０を処置具チャンネルの内部に挿通させる。そして、当該処置具
等５０を処置具チャンネルの内部における所望の位置に配置する。この位置は、例えば形
状検出プローブの先端部が内視鏡１の先端部２ａの内部近傍にあって、かつ当該先端部２
ａの前面から突出しない所定の位置である。この位置にて、本実施形態のアダプタ９Ａを
用いて当該形状検出プローブの位置決めを行なうものとする。
【００４９】
　そのために、形状検出プローブを処置具チャンネルの内部における所望の位置に配置し
た状態で、まず前記アダプタ連結部材１０の開口溝１２に形状検出プローブを装着する。
その後、前記アダプタ連結部材１０の係合溝１３に対して前記処置具一体部材２０の係合
突起２２を所定の力量で押圧して弾性変形させることによって嵌入させる（図６に示す状
態）。
【００５０】
　このように、当該係合突起２２が係合溝１３の内部に嵌入された状態では、係合突起２
２のボス２２ｂが係合溝１３の途中に設けられる係合孔１５に嵌合することで、前記アダ
プタ連結部材１０と前記処置具一体部材２０とは係合状態が保持され、両者は容易に抜け
落ちないようになる。そして、この状態においては、形状検出プローブは、前記処置具一
体部材２０の当接溝２２ａと前記アダプタ連結部材１０の開口溝１２の底部との間に挟持
された状態で固定保持される。つまり、この状態では、形状検出プローブは、容易に移動
しないように、その軸方向への移動が規制されている。
【００５１】
　このように、形状検出プローブの所定の位置に対してアダプタ９を装着した状態とした
後、鉗子栓８ａに対して当該アダプタ９を当接した状態で所定の位置に配置させ、アダプ
タ９と鉗子栓８ａとが一体となる状態にする（図８又は図１０に示す状態）。
【００５２】
　ここで、アダプタ９の状態が図８に示す状態であるときには、鉗子栓８ａに対しては、
前記アダプタ連結部材１０の取り付け凸部１６が当接配置されることになる。また、アダ
プタ９の状態が図１０に示す状態であるときには、鉗子栓８ａに対しては、前記処置具位
置変更部材３０の取り付け凸部３４が当接配置されることになる。
【００５３】
　また、アダプタ９の状態が図１０に示す状態であるときに、同図矢印Ｙ１方向にアダプ
タ９を若干量だけ移動させた後、前記取り付け凸部３４を鉗子栓８ａから取り外し、前記
処置具位置変更部材３０を同図矢印Ｘ１方向に回動させる。この状態で、アダプタ９を同
図矢印Ｙ２方向へ移動させて前記アダプタ連結部材１０の取り付け凸部１６を鉗子栓８ａ
に当接配置させると、図８に示す状態になる。このようにすれば、形状検出プローブを、
図１０に示す符号Ｌの長さ分だけ挿入方向に進めた状態に設定することができる。
【００５４】
　なお、この場合において、アダプタ９を同図矢印Ｙ１方向に移動させたときには形状検
出プローブは抜去する方向に移動することになる。一方、アダプタ９を同図矢印Ｙ２方向
に移動させたときには形状検出プローブを挿入する方向へ移動することになるが、当該形
状検出プローブはアダプタ９によって位置決めされていることから当初設定した所定の位
置より前方へ挿入されることはない。
【００５５】
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　さらに、この図８の状態（図１０の一点鎖線で示す状態）から図１０の状態へと変位さ
せるには、図１０の矢印Ｙ１方向にアダプタ９を若干量だけ移動させた後、前記取り付け
凸部１６を鉗子栓８ａから取り外し、前記処置具位置変更部材３０を同図矢印Ｘ２方向に
回動させる。これにより、前記アダプタ連結部材１０の取り付け凸部１６に前記処置具位
置変更部材３０を配置した状態とする。この状態で、アダプタ９を同図矢印Ｙ２方向へ移
動させて前記処置具位置変更部材３０の取り付け凸部３４を鉗子栓８ａに当接配置させる
と、図１０に示す状態になる。このようにすれば、形状検出プローブを、図１０に示す符
号Ｌの長さ分だけ抜去した方向に後退させた状態に設定することができる。
【００５６】
　このようにして、内視鏡１の処置具チャンネルに対して形状検出プローブをアダプタ９
によって位置決め固定した状態において、内視鏡１の挿入部２を、例えば肛門から体腔内
へと挿入する。
【００５７】
　このとき、挿入部２の捻じり操作を行なったり、湾曲部２ｂの湾曲操作を行なった場合
でも形状検出プローブはアダプタ９によって保持されることにより所定の位置に位置決め
されているので、使用者は挿入操作に専念することができることになる。
【００５８】
　一方、例えば生検鉗子等のように、処置具チャネルに挿通配置する処置具等５０を必要
に応じて内視鏡１の先端面から所定量だけ突出させるような操作を行なうものである場合
には、上述したようにアダプタ９は、図８に示す状態、即ち鉗子栓８ａに対して処置具位
置変更部材３０の取り付け凸部３４を当接配置した状態として使用することになる。
【００５９】
　この場合には、まず処置具等５０に前記アダプタ９を装着した状態で当該処置具等５０
を処置具チャンネルの所定の位置まで挿通させた後、上述したような手順で前記処置具一
体部材２０の係合突起２２をアダプタ連結部材１０の係合溝１３に圧入し、これによりア
ダプタ９が処置具チャンネルの内部における所定の位置で処置具等５０を固定保持した状
態とする。
【００６０】
　次いで、内視鏡１の挿入部２を、例えば口腔から体腔内に挿入する。そして、内視鏡１
の先端面を所望の観察部位に対して所定の間隔を有して対向させる状態にする。この状態
としたときに、必要に応じて前記取り付け凸部３４を鉗子栓８ａから取り外し、前記処置
具位置変更部材３０を回動させて、これを前記アダプタ連結部材１０の前面から取り外す
。
【００６１】
　その後、前記アダプタ連結部材１０の取付け凸部１６を鉗子栓８ａに当接配置する（図
８の状態）。これによって、アダプタ９によって固定保持される処置具等５０である生検
鉗子の先端は、図１０に示す寸法Ｌの分だけ前方に向けて移動し、よって内視鏡１の先端
面から所定量だけ生検鉗子の先端が突出した状態となる。この状態で、例えば体腔内の異
常組織等の採取を行うことができる。
【００６２】
　なお、前記処置具位置変更部材３０における寸法Ｌの設定によって、処置具の引き戻し
量又は突出量を任意に設定することができる。
【００６３】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａに
対してアダプタ９を当接配置し、このアダプタ９によって当該鉗子口８から処置具チャン
ネル内部に挿通される処置具等５０を固定保持する場合において、前記アダプタ９は、ア
ダプタ連結部材１０と処置具一体部材２０と処置具位置変更部材３０とを一体となるよう
に構成したので、使用時に各構成部材を取り落としたり紛失したりするようなことがない
。
【００６４】



(10) JP 4505244 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

　また、当該アダプタ９を所望の処置具等５０に装着する際には、前記処置具一体部材２
０の係合突起２２をアダプタ連結部材１０の係合溝１３に圧入するのみの一動作のみでよ
く、極めて容易にアダプタ９を処置具等５０に装着することができる。
【００６５】
　さらに、アダプタ連結部材１０に開口溝１２と係合溝１３とを設け、処置具位置変更部
材３０に貫通溝３３を設けたので、当該アダプタ９は、処置具等５０に対して極めて容易
に着脱することができ、特に処置具等５０を処置具チャンネルの内部に挿通したあとにも
、アダプタ９の装着が可能であるので極めて至便である。
【００６６】
　そして、処置具チャンネル内に挿通された処置具等５０をアダプタ９によって固定保持
させることによって、処置具等５０が処置具チャンネル内において移動することを規制し
、当該処置具等５０の処置具チャンネル内における位置決めを確実に行なうことができる
。したがって、このことから処置具チャンネル内に処置具等５０を配置させた状態で内視
鏡１の挿入部２の手元操作を行なう等の場合には、使用者は処置具等５０の保持状態に気
を使うことなく、内視鏡１の挿入部２の手元操作に専念することができる。
【００６７】
　また、アダプタ９を構成するアダプタ連結部材１０の前面側に、処置具位置変更部材３
０を配置した状態と、退避させた状態との二形態を容易に構成し得るようにしたので、処
置具等５０の突出や引き戻し操作を簡単に行なうことができる。
【００６８】
　なお、上述の実施形態においては、前記処置具位置変更部材３０を前記アダプタ連結部
材１０に対して回動自在に配設する構成を示しているが、Ｌ寸法の異なる処置具位置変更
部材を複数用意して、これらを重ね合わせて組み立てられるように構成すれば、複数段階
での引き戻し量又は突出量の変更を任意に行なうことができるようになる。
【００６９】
　この場合においては、これらＬ寸法の異なる複数の処置具位置変更部材を、例えば紐状
部材等によってアダプタ連結部材１０の所定の位置に取り付けておけば、必要に応じて複
数の処置具位置変更部材のうちから適宜任意の組み合わせにてアダプタ９を構成すること
ができる。したがって、任意に複数段階での処置具等の引き戻し量又は突出量の変更調整
を容易に行なうことができるようになる。
【００７０】
　次に、本発明の第２の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタについて、以下に説明する。
【００７１】
　図１１～図１４は、本発明の第２の実施形態を示す図であって、図１１は本実施形態の
内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す正面図である。図１２は、図１１の内視鏡鉗子口用
アダプタのうち主にガイド部材とその取付部位を拡大して示す要部拡大斜視図である。図
１３は、図１２の一部をさらに拡大して示す要部拡大斜視図である。図１４は、本実施形
態の内視鏡鉗子口用アダプタが配置される鉗子栓の近傍のみを拡大して示す要部拡大図で
ある。図１５は、図１１の内視鏡鉗子口用アダプタのうちガイド部材の作用を説明する図
である。
【００７２】
　図１１～図１３に示すように、本実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタ（以下、上述の第
１の実施形態と同様に単にアダプタと略記する）９Ａの構成は、上述の第１の実施形態の
アダプタ９と略同様の構成からなるものであるが、内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａに対
してアダプタ９Ａを確実に当接配置すべく当該アダプタ９Ａを案内するガイド部材をさら
に有して構成した点が異なる。したがって、上述の第１の実施形態と同様の構成部材につ
いては同じ符号を付してその説明を省略し、異なる構成部材についてのみ以下に説明する
。
【００７３】
　本実施形態のアダプタ９Ａは、上述の第１の実施形態と同様に処置具チャンネルに対し
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て処置具等を所定の位置に保持し、その移動を規制するための部材である。このアダプタ
９Ａは、アダプタ連結部材１０Ａと処置具一体部材２０と処置具位置変更部材３０とから
主に形成されている。そして、このアダプタ連結部材１０Ａと処置具一体部材２０と処置
具位置変更部材３０等の各部材は一体的に連設した状態となるように構成されている。
【００７４】
　前記アダプタ９Ａの構成部材のうち処置具一体部材２０と処置具位置変更部材３０とは
、上述の第１の実施形態と全く同様に構成されている。
【００７５】
　一方、前記アダプタ９Ａの構成部材のうちアダプタ連結部材１０Ａは、図１１に示すよ
うに主に樹脂部材で形成される管状部材１１と、この管状部材１１に挿脱されるべき処置
具等（図示せず。上述の第１の実施形態における図６及び図７参照）の軸方向と同方向に
形成される開口溝１２と、この開口溝１２と一体に形成される係合溝１３と、前記処置具
位置変更部材３０を回動自在に軸支するための支持軸挿通孔１０ａとを有して構成されて
いる。そして、当該アダプタ連結部材１０Ａは、処置具等５０が挿通される処置具チャン
ネルに連通して設けられる内視鏡２の鉗子口８の鉗子栓８ａに対して着脱自在に配設し得
るようにしたものである。
【００７６】
　管状部材１１の外周面上の所定の部位（前記取り付け凸部１６寄りの端縁部近傍の部位
には、支持台部１０Ａｘが外部に向けて突設されている。この支持台部１０Ａｘには、当
該管状部材１１Ａの軸方向に対して直交する方向に向けて支持軸挿通孔１０ａが穿設され
ているのは上述の第１の実施形態と同様であるが、これに加えてさらに、本実施形態にお
いてはガイド部材支持軸挿通孔１０ｂが穿設されている。そして、このガイド部材支持軸
挿通孔１０ｂには後述するガイド部材２５を回動自在かつ所定範囲で摺動自在に軸支する
と共に当該ガイド部材２５とアダプタ連結部材１０Ａとを一体に連設状態とするガイド部
材支持軸２４が挿通している。
【００７７】
　また、支持台部１０Ａｘの略中央部には、断面が略Ｕ字形状からなるＵ字溝１０Ａｙが
形成されている。このＵ字溝１０Ａｙは、管状部材１１Ａの軸方向に沿う方向に形成され
ており、かつ支持台部１０Ａｘの一端縁部から他端縁部まで貫通して形成されている。そ
して、当該Ｕ字溝１０Ａｙの溝内には、ガイド部材２５のガイド軸２５ｂが摺動自在に配
設されるようになっている。
【００７８】
　ガイド部材２５は、板金等によって形成される固定板部２５ａと、この固定板部２５ａ
の一側縁部に一端が固設されるガイド軸部２５ｂとによって構成されている。
【００７９】
　固定板部２５ａには、一端に開口を有するＵ字形状の切欠部２５ａａが形成されている
。この切欠部２５ａａは、内視鏡２の鉗子口８の近傍の所定の部位に対して係止されるよ
うに形成されている。具体的には、例えば内視鏡２の鉗子口８に設けられる鉗子栓８ａの
基部と、鉗子口８の周縁部との間に切欠部２５ａａが挟持されるように形成されている。
これに対応するために、鉗子栓８ａの基部８ｂには所定の周溝８ｃが形成されている。前
記固定板部２５ａのＵ字形状の切欠部２５ａａは、この周溝８ｃに対して着脱自在に形成
されている。したがって、係止されるようになっている。切欠部２５ａａを周溝８ｃに対
して装着したときには、図１５の実線で示すような形態となる。したがって、切欠部２５
ａａの内幅寸法は、鉗子栓８ａの基部１８ａａの直径と同等か若干大きくなるように設定
されている。また、切欠部２５ａの板厚寸法は、周溝８ｃの幅寸法と略同等かまたは若干
小さく（薄く）なるように設定されている。したがって、これにより鉗子栓８ａの基部１
８ａａに対して切欠部２５ａａを装着した状態では、ガイド部材２５は当該鉗子口８の近
傍から容易に脱落しないようになっている。一方、切欠部２５ａを鉗子栓８ａの基部１８
ａａに対して押し込むだけの操作でガイド部材２５を所定の部位に配置させることができ
る。また、このガイド部材２５を取り出す時には、当該ガイド部材２５を引き抜く操作の
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みでガイド部材２５を容易に引き抜くことができるようになっている。こうして、ガイド
部材２５は鉗子栓８ａに対して着脱自在に配設されている。
【００８０】
　前記固定板部２５ａの一側縁部、すなわち前記切欠部２５ａａの開口が形成されている
側とは反対側の一側縁部には、当該固定板部２５ａの平面に対して直立した状態となるよ
うにガイド軸部２５ｂの一端が固設されている。
【００８１】
　このガイド軸部２５ｂは、上述のように一端が前記固定板部２５ａの一側縁部に一体に
固設されている。また、当該ガイド軸部２５ｂの他端から中程の部位にかけて、略環状に
形成される摺動部２５ｃが設けられている。この摺動部２５ｃには、前記ガイド部材支持
軸２４が挿通するようになっている。そして、このガイド部材支持軸２４は、前記支持台
部１０のガイド部材支持軸挿通孔１０ｂに挿通し、その両端が支持台部１０に軸支されて
いる。
【００８２】
　つまり、ガイド部材支持軸２４は、ガイド部材２５を回動自在（図１５の矢印Ｒ方向）
に軸支していると同時に、所定の範囲において図１５の矢印Ｑ方向に摺動自在に軸支し、
かつ当該ガイド部材２５とアダプタ連結部材１０Ａとを一体に連設状態としている。
【００８３】
　その他の構成は上述の第１の実施形態と全く同様である。
【００８４】
　したがって、本実施形態のアダプタ９Ａは、アダプタ連結部材１０と処置具一体部材２
０と処置具位置変更部材３０とガイド部材２５の四部材を一体に連結し組み立てた状態で
使用されることになる。
【００８５】
　このように構成される本実施形態のアダプタ９Ａを使用する際の作用について以下に説
明する。なお、以下の説明においては、上述の第１の実施形態と同様に、内視鏡１の処置
具チャンネルに対して挿通させる処置具等５０として、例えば形状検出プローブを用いる
場合について例示している。
【００８６】
　まず、処置具等５０としての形状検出プローブを内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａから
挿入する。そして、当該処置具等５０を処置具チャンネルの内部における所望の位置に配
置する。この位置は、例えば形状検出プローブの先端部が内視鏡１の先端部２ａの内部近
傍にあって、かつ当該先端部２ａの前面から突出しない所定の位置である。この位置にて
、本実施形態のアダプタ９Ａを用いて当該形状検出プローブの位置決めを行なうものとす
るのは、上述の第１の実施形態と同様である。
【００８７】
　そのために、形状検出プローブを処置具チャンネルの内部における所望の位置に配置し
た状態で、まず前記アダプタ連結部材１０の係合溝１３及び開口溝１２と処置具位置変更
部材３０の貫通溝３３の前記開口切り欠き部３５とが略直線上に並んだ状態の部位に形状
検出プローブを装着する。このとき、ガイド部材２５は、固定板部２５ａが図１５の点線
で示す符号Ｓの位置、すなわち固定板部２５ａがのアダプタ９Ａの軸方向から退避した位
置とする。また、同時にガイド部材２５は、ガイド軸部２５ｂが図１５の点線で示す符号
Ｔの位置、すなわちアダプタ９Ａの軸方向に移動し得る所定の範囲内の任意の位置にある
。
【００８８】
　この状態において、ガイド部材２５を図１５の矢印Ｒ１方向へ回動させながら、図１５
の矢印Ｑ１方向へと摺動させる。そして、固定板部２５ａの切欠部２５ａａを内視鏡１の
鉗子口８の鉗子栓８ａの基部８ｂの周溝８ｃに嵌合させて図１５の実線で示す位置とする
。このときの状態は、ガイド部材支持軸２４が摺動部２５ｃの環状内部における終端部に
ある。これによりガイド部材２５は内視鏡１の鉗子口８に対して固設される。そして、こ
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のとき、当該ガイド部材２５に連設されるアダプタ９Ａは鉗子栓８ａに対して当接した状
態とする。
【００８９】
　その後、前記アダプタ連結部材１０の係合溝１３に対して前記処置具一体部材２０の係
合突起２２を所定の力量で押圧して弾性変形させることによって嵌入させる（図６に示す
状態）。これにより、アダプタ９Ａは形状検出プローブに対して所定の部位に位置決めさ
れる。この時点で、形状検出プローブは内視鏡１に対して処置具チャンネル内部へ侵入す
る方向へは容易に移動しないように、その移動が規制される。
【００９０】
　この状態から、例えばアダプタ９Ａを図１５の矢印Ｑ２方向に移動させると形状検出プ
ローブが抜去される方向に移動する。一方、アダプタ９Ａを同図矢印Ｑ１方向に移動させ
ると形状検出プローブを挿入する方向へと移動する。このとき、形状検出プローブはアダ
プタ９Ａに対して位置決めされているので、当初設定した所定の位置より前方へ挿入され
ることはない。
【００９１】
　一方、例えば生検鉗子等のように処置具チャネルに挿通配置する処置具等５０を必要に
応じて内視鏡１の先端面から所定量だけ突出させるような操作を行なうものである場合に
は、上述したようにアダプタ９Ａは、鉗子栓８ａに対して処置具位置変更部材３０の取り
付け凸部３４を当接配置した状態として使用する。
【００９２】
　この場合には、例えば必要に応じて前記取り付け凸部３４を鉗子栓８ａから取り外し、
前記処置具位置変更部材３０を回動させて、これを前記アダプタ連結部材１０の前面から
取り外した後、前記アダプタ連結部材１０の取付け凸部１６を鉗子栓８ａに当接配置した
状態とする。このとき、アダプタ９Ａはガイド部材２５に沿って軸方向に安定した状態で
移動する。
【００９３】
　このようにすれば、アダプタ９Ａによって固定保持される処置具等５０の先端は、所定
寸法（図１０に示す寸法Ｌ参照）の分だけ前方に向けて移動し、よって内視鏡１の先端面
から所定量だけ処置具等５０の先端を突出させた状態とすることができる。
【００９４】
　一方、アダプタ９Ａを取り外す際には、アダプタ連結部材１０の係合溝１３に嵌入して
いる処置具一体部材２０の係合突起２２を所定の力量で引き抜く。その後、ガイド部材２
５の固定板部２５ａを鉗子栓８ａの周溝８ｃから引き抜く。次いで、ガイド部材２５を図
１５の矢印Ｒ２方向に回動させる。そして、アダプタ９Ａの溝部から形状検出プローブや
生検鉗子等の処置具等５０を取り外す。
【００９５】
　以上説明したように上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様の効果
を得ることができる。これに加えて、さらにガイド部材２５を一体に具備するように構成
している。これにより、アダプタ９Ａを処置具等５０に装着した後、当該アダプタ９Ａを
位置決めのために軸方向に移動させる際には、アダプタ９Ａがガイド部材２５に沿って軸
方向に移動するので、常に安定した状態で移動させることができる。
【００９６】
　次に、本発明の第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタについて、以下に説明する。
【００９７】
　図１６～図１８は、本発明の第３の実施形態を示す図であって、図１６は本実施形態の
内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す斜視図である。図１７は、図１６の内視鏡鉗子口用
アダプタと共に使用するガイド部材を示す斜視図である。図１８は、図１６の内視鏡鉗子
口用アダプタと図１７のガイド部材を使用する際の作用を説明する図である。
【００９８】
　図１６～図１８に示すように、本実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタ（以下、上述の第
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１及び第２の実施形態と同様に単にアダプタと略記する）９Ｂの構成は、上述の第２の実
施形態と略同様の構成からなるものである。しかし、この第３の実施形態においては、ア
ダプタ９Ｂとこれを案内するガイド部材２５Ｂとを別体に構成した点が異なる。したがっ
て、上述の第２の実施形態と同様の構成部材については同じ符号を付してその説明を省略
し、異なる構成部材についてのみ以下に説明する。
【００９９】
　本実施形態のアダプタ９Ｂは、上述の第２の実施形態と同様に処置具チャンネルに対し
て処置具等を所定の位置に保持し、その移動を規制するための部材である。このアダプタ
９Ｂは、図１６に示すようにアダプタ連結部材１０Ｂと処置具一体部材２０と処置具位置
変更部材３０とから主に形成されている。そして、このアダプタ連結部材１０Ａと処置具
一体部材２０と処置具位置変更部材３０等の各部材は一体的に連設した状態となるように
構成されている。
【０１００】
　前記アダプタ９Ｂの構成部材のうち処置具一体部材２０と処置具位置変更部材３０とは
、上述の第１及び第２の実施形態と全く同様に構成されている。
【０１０１】
　一方、前記アダプタ９Ｂの構成部材のうちアダプタ連結部材１０Ｂにおいては、図１６
に示すように上述の第２の実施形態（図１１参照）に対して支持台部１０Ｂｘの形態が異
なる。
【０１０２】
　この支持台部１０Ｂｘは、主に樹脂部材で形成され開口溝（１２）と係合溝（１３）と
支持軸挿通孔１０ａとを有する管状部材１１Ｂの周面上の所定の部位に形成されている。
この支持台部１０Ｂｘの内部の略中央部には、当該支持台部１０Ｂｘを貫通するガイド孔
１０Ｂｙが形成されている。このガイド孔１０Ｂｙは、前記管状部材１１Ｂの軸方向に沿
う方向に形成されており、かつ支持台部１０Ｂｘの一端縁部から他端縁部まで貫通して形
成されている。そして、当該ガイド孔１０Ｂｙには、ガイド部材２５Ｂのガイド軸２５Ｂ
ｂが摺動自在に係合するようになっている。
【０１０３】
　他方、本実施形態におけるガイド部材２５Ｂは、図１７に示すように上述の第１及び第
２の実施形態のガイド部材２５Ａに代えて設けられる部材である。つまり、このガイド部
材２５Ｂは、一端に開口を有するＵ字形状の切欠部２５ａａが設けられ板金等によって形
成される固定板部２５Ｂａと、この固定板部２５Ｂａの一側縁部から当該固定板部２５Ｂ
ａの平面に対して直交する方向に延出し断面が略四角形状からなる軸状部材であるガイド
軸部２５Ｂｂとによって構成されている。このガイド軸部２５Ｂｂは、上述したように前
記アダプタ９Ｂを使用する際に、当該アダプタ９Ｂのガイド孔１０Ｂｙに挿通することで
アダプタ９Ｂの軸方向への移動を案内する役目をするものである。
【０１０４】
　その他の構成は上述の第２の実施形態と全く同様である。
【０１０５】
　したがって、本実施形態のアダプタ９Ｂは、アダプタ連結部材１０Ｂと処置具一体部材
２０と処置具位置変更部材３０との三部材が一体に組み立てられた状態で使用され、これ
と合わせてガイド部材２５Ｂを使用してアダプタ９Ｂの移動の案内をするように構成して
いる。
【０１０６】
　このように構成される本実施形態のアダプタ９Ｂを使用する際の作用は以下の通りであ
る。なお、以下の説明においては、上述の第１の実施形態と同様に、内視鏡１の処置具チ
ャンネルに対して挿通させる処置具等５０として、例えば形状検出プローブを用いる場合
について例示する。
【０１０７】
　まず、ガイド部材２５Ｂを内視鏡１の鉗子口８に対して固設する。すなわち、ガイド部



(15) JP 4505244 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

材２５Ｂの固定板部２５ａの切欠部２５ａａを内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａの基部８
ｂの周溝８ｃに嵌合させる（図１８の点線で示す状態から実線で示す状態にする）。
【０１０８】
　次いで、処置具等５０（形状検出プローブ）を内視鏡１の鉗子口８の鉗子栓８ａから挿
入する。そして、当該処置具等５０を処置具チャンネルの内部における所望の位置に配置
する。この状態で、アダプタ９Ｂを形状検出プローブの所定の部位に装着する。つまり、
前記アダプタ連結部材１０Ｂの係合溝１３及び開口溝１２と処置具位置変更部材３０の貫
通溝３３の前記開口切り欠き部３５とが略直線上に並んだ状態の部位に形状検出プローブ
を装着する。
【０１０９】
　そして、アダプタ９Ｂを形状検出プローブに沿わせて鉗子口８に近づける方向（図１８
の矢印Ｐ１方向）へと移動させる。これと同時に、ガイド部材２５Ｂのガイド軸部２５Ｂ
ｂはアダプタ９Ｂのガイド孔１０Ｂｙに挿通させつつアダプタ９Ｂを移動させる（図１８
の矢印Ｐ２方向）。
【０１１０】
　アダプタ９Ｂが鉗子栓８ａに対して当接した状態となったら、前記アダプタ連結部材１
０Ｂの係合溝１３に対して前記処置具一体部材２０の係合突起２２を嵌入させる。これに
より、アダプタ９Ｂは形状検出プローブに対して所定の部位に位置決めされる。この時点
で、形状検出プローブは内視鏡１に対して処置具チャンネル内部へ侵入する方向（図１８
に示す矢印Ｐ方向）へは容易に移動しないように、その移動が規制される。
【０１１１】
　この状態から、例えばアダプタ９Ｂを図１８の矢印Ｐ２に沿う方向に移動させると形状
検出プローブが抜去される方向に移動する。ここで、図１８に示すようにガイド軸部２５
Ｂｂがガイド孔１０Ｂｙから完全に抜去される部位まで移動させた後、上述の第１の実施
形態で説明したように、処置具位置変更部材３０を所定方向へと回動させて、これを形状
検出プローブの軸状から退避させる。そして、アダプタ９Ｂを図１８の矢印Ｐ１方向へ移
動させる。そして、アダプタ連結部材１０Ｂの取り付け凸部１６を鉗子栓８ａに当接配置
させる。この場合においてアダプタ９Ｂの移動時には、ガイド軸部２５Ｂｂをガイド孔１
０Ｂｙに挿通させることで、アダプタ９Ｂはガイド軸部２５Ｂｂに沿って軸方向に移動す
る。したがって、アダプタ９Ｂは常に安定した状態で所定の軸方向に移動する。このよう
にして、形状検出プローブは、所定の長さ分だけ（図１０に示す符号Ｌ参照）挿入方向に
進めた状態に設定することができる。
【０１１２】
　その他の作用は、上述の第２の実施形態と略同様である。
【０１１３】
　以上説明したように上記第３の実施形態によれば、上述の第２の実施形態と同様の効果
を得ることができる。これに加えて、さらに本実施形態ではガイド部材２５Ｂをアダプタ
９Ｂとは別体で構成している。このことから、例えばガイド部材２５Ｂのガイド軸部２５
Ｂｂを用途に応じて異なる寸法や形状の異なるものを用意すれば、各用途に適した形態で
使用することが容易にできるようになる。
【０１１４】
　例えば、図１９は、上記第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタにおけるガイド部材
についての別の変形例を示す斜視図である。この図１９に示すガイド部材２５Ｃにおいて
は、上述の第３の実施形態における固定板部２５Ｂａと略同形状の固定板部２５Ｃａと、
これに一体に形成され断面が略円形状又は略楕円形状からなるガイド軸部２５Ｃｂとによ
って構成されている。
【０１１５】
　また、図２０は、上記第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタにおけるガイド部材に
ついての他の変形例を示す斜視図である。この図２０に示すガイド部材２５Ｄにおいては
、上述の第３の実施形態における固定板部２５Ｂａと略同形状の固定板部２５Ｄａと、こ
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れに一体に形成され断面が略長方形状（図示しないが略円形状又は略楕円形状でもよい）
からなるガイド軸部２５Ｄｂとによって構成されている。そして、このガイド軸部２５Ｄ
ｂの先端部には、ガイド軸部２５Ｄｂの断面積よりも若干広い断面積を有し、かつガイド
孔１０Ｂｙの断面積と略同等又は若干広い断面積を有する先端部材２５Ｄｃとによって構
成されている。この場合において、先端部材２５Ｄｃは弾性を有する部材によって構成さ
れている。
【０１１６】
　したがって、ガイド軸部２５Ｄｂがガイド孔１０Ｂｙに挿通する際に、先端部材２５Ｄ
ｃが一方の側（鉗子栓８ａ）から侵入し、他方の側に抜け出た状態となったとき、脱落し
難い状態となる。
【０１１７】
　また、上述の第２及び第３の実施形態とその二つの変形例におけるガイド部材の素材と
しては、剛性のあるものでもよいし、あるいは板ばね等の復元性を有する弾性部材を用い
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の第１の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタとこれを使用する内視鏡の構
成を示す図。
【図２】図１の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す三面図のうちの上面図。
【図３】図１の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す三面図のうちの正面図。
【図４】図１の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す三面図のうちの右側面図。
【図５】図１の内視鏡鉗子口用アダプタの構成要素のうちアダプタ連結部材のみを取り出
して示す図であって、図３の矢印Ａ方向から見た際の平面図。
【図６】図１の内視鏡鉗子口用アダプタを処置具に装着した状態であって、当該内視鏡鉗
子口用アダプタのアダプタ連結部材の係合溝と処置具一体部材の係合突起との嵌合部位を
示す縦断面図。
【図７】図１の内視鏡鉗子口用アダプタのアダプタ連結部材の係合溝に処置具一体部材の
係合突起を嵌合した際の状態を示す側断面図。
【図８】図１の内視鏡鉗子口用アダプタを短い状態として鉗子栓に取り付けた状態を示す
側面図。
【図９】図８のIX－IX線に沿う断面図。
【図１０】図１の内視鏡鉗子口用アダプタを長い状態として鉗子栓に取り付けた状態を示
す側面図。
【図１１】本発明の第２の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す正面図。
【図１２】図１１の内視鏡鉗子口用アダプタのうち主にガイド部材とその取付部位を拡大
して示す要部拡大斜視図。
【図１３】図１２の一部をさらに拡大して示す要部拡大斜視図。
【図１４】図１１の内視鏡鉗子口用アダプタが配置される鉗子栓の近傍のみを拡大して示
す要部拡大図。
【図１５】図１１の内視鏡鉗子口用アダプタのうちガイド部材の作用を説明する図。
【図１６】本発明の第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタの構成を示す斜視図。
【図１７】図１６の内視鏡鉗子口用アダプタと共に使用するガイド部材を示す斜視図。
【図１８】図１６の内視鏡鉗子口用アダプタと図１７のガイド部材を使用する際の作用を
説明する図。
【図１９】本発明の上記第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタにおけるガイド部材に
ついての別の変形例を示す斜視図。
【図２０】本発明の上記第３の実施形態の内視鏡鉗子口用アダプタにおけるガイド部材に
ついての他の変形例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１１９】
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１……内視鏡
２……挿入部
８……鉗子口
８ａ……鉗子栓
９，９Ａ，９Ｂ……内視鏡鉗子口用アダプタ
１０，１０Ａ，１０Ｂ……アダプタ連結部材
１２……開口溝
１３……係合溝
１５……係合孔
１６……取り付け凸部
２０……処置具一体部材
２２……係合突起
２５，２５Ｂ，２５Ｃ，２５Ｄ……ガイド部材
３０……処置具位置変更部材
３１……管状部材
３２……支持部材
３３……貫通溝
３４……取り付け凸部
５０……処置具等
代理人弁理士伊藤進
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【図３】
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